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Ⅱ 全体構想作成の進め方(案) 

 
 

z 全体構想作成にあたっては、協議会構成員が作成作業に直接関われる仕組みをつくる。 
z 今回提示した全体構想(素案)は、全体構想の検討する内容や仕組みを協議会で議論してい

く上での材料としての位置づけとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全体構想(素案)作成グループの設立

(メンバー構成) 

・ 小委員会の意見を反映できる構成とする 

・ NPO、団体がバランスよく議論できる構成と

する 

(検討・作業内容) 

・ 全体構想(素案)の検討(方針、記載の範囲、

内容とその程度) 

・ 全体構想の成文化作業、(素案)の修文など 

事務局作業部隊 
(上記指示による具体的な作業を行う)

自然再生協議会 
(案に対する全体議論の場) 

・ 案について小グループに分かれ

て議論する。 
・ 各グループで議論したものを整

理し全体で議論 
・ 上記ワークショップ形式(ﾌﾞﾚｲﾝ･

ｽﾄｰﾐﾝｸﾞ)で運営 

委員の意見 

� 4 月中旬までに個別意見の整理 

� 全体構想(素案)作成グループにかけ

る全体構想案は 4 月下旬までに作成

全体構想(素案) 
(第 3 回協議会提示案)
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協議会運営フロー(案) 

H 

15 

年 

度

H

16
年
度
以
降 

第 1回協議会 

（H15.11.15） 

■ 協議会の設立（趣旨、設置要網、運営細則、会長選出）

■ 釧路湿原自然再生の取り組み 

第 2回協議会 

（H15.12.19） 

■ 協議会スケジュール（案） 
■ 小委員会の設立について 
■ 釧路湿原自然再生全体構想について 

第 3回協議会 

（H16.3.26） 

■ 小委員会開催報告 
■ 全体構想作成の進め方 
■ 釧路湿原自然再生全体構想（素案）の説明 
■ 全体構想(素案)討議 

第 4回以降協議会 

（H16.6 月頃） 

■ 現地視察 
■ 釧路湿原自然再生全体構想（案） 

第 回協議会 

（H16. 月頃） 

■ 釧路湿原自然再生全体構想の決定 
■ 釧路湿原自然再生実施計画の協議 

■小委員会の設立（目的、委員長選出） 
■全体構想との関わり 
■小委員会での取組み（今までの経緯） 

■平成 15 年度調査結果報告 
■平成 16 年度調査計画 
■全体構想との関わり 

■現地視察(小委員会毎の目的のための視

察) 
■実施計画案の作成 

■実施計画案の作成 

第１回小委員会 

（H16.2.15～19） 

第２回小委員会 

（H16.5 月頃） 

第３回小委員会 

（H16. 月頃） 

第４～回小委員会 

（H16. 月～） 

委員の意見 
(～H16.4 月中旬) 

全体構想(素案)作成 
グループ会議 (数回) 

パブリックコメント 

地域の意見 




